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町からのお知らせ

　65 歳以上の方を対象に、10 月 1 日からイン
フルエンザ予防接種の定期接種を実施します。接
種は、佐賀県内の広域実施医療機関で受けるこ
とができます。接種を希望される方は、ご希望
の医療機関に直接、お問い合わせください。

対　　象  町内在住で、接種日に 65 歳以上の方

接種回数　１人１回

実施期間 10 月１日（金）～ 12 月末日の医療機関
　　　　　  の診療日

接種料金　５００円
実施医療機関　佐賀県広域実施医療機関

高齢者の定期接種について
　町では、個人の感染予防や重症化防止、集団での感染防止と子育
て家庭の経済的負担の軽減を目的として、町内指定医療機関で受け
るインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行っています。
　なお、高齢者以外のインフルエンザ予防接種は任意接種ですので、
接種について法律上の義務はありません。保護者の方が判断し、接
種をお願いします。
対　　象　町内在住の生後 6 か月 ～ 18 歳
接種回数　12 歳以下の者：2 回
　　　　　 13 歳以上の者：1 回（医師が特に必要と認める場合は 2 回）
助成内容　接種１回につき 2,000 円を助成
　　　　　※接種費用から 2,000 円が控除されます
実施期間 10 月１日（金）～１月 31 日（月）の医療機関の診療日
接種時に持参するもの　母子健康手帳、健康保険証
実施医療機関　町内指定医療機関（下表のとおり）

子どもの任意接種費用を一部助成します！

医療機関名 住所 電話番号 予約 備考
池田胃腸科外科 小倉 545 番地 55 ９２－２３０８ 要

さかい胃腸・内視鏡

内科クリニック
小倉 1059 番地２ ９２－１１２１ 不要

※受付時間
（平日）午前 9 時～ 12 時、午後 3 時～ 4 時
（土曜）午前 9 時～ 午後 1 時 30 分

つくし整形外科 園部 2765 番地 25 ９２－７６５５ 要

中洲医院 宮浦 259 番地 45 ８１－００６１ 不要

なるお内科小児科 けやき台１丁目 23 番地７ ９２－４１７０ 要
10 月 11 日～　予約開始
11 月  1  日～　接種開始
※状況によって変更の可能性があります

まえはら耳鼻咽喉科

アレルギー科クリニック
園部 2772 番地 10 ８１－０７３３ 要

鹿毛診療所 宮浦 186 番地 65 ５０－８０５９ 不要 ※ 12 歳以上を対象 / 午後４時以降のみ対応

インフルエンザ予防接種について
10 月 1 日から開始します！

問 基山町保健センター　☎９２－２０４５

　インフルエンザの予防接種を受けることにより、約半数の方が発病を予防でき、発病しても重症化を防ぐことがで
きると言われています。予防接種の効果が現れるまでは２週間程かかり、効果は約５か月持続します。
　現時点でのワクチン供給スケジュールでは、11 月からは継続的に供給できますが、10 月上旬に接種希望者すべての
ワクチン量を確保することは難しい状況と言われています。接種を希望される方は、医療機関へ事前にご確認ください。　
　今後の国の方針などの動向にも注意して接種を受けてください。

◆町外で子どものインフルエンザ予防接種をされた方も費用を一部助成します
町内指定医療機関以外で接種をされた場合、接種 1 回につき 2,000 円の助成を行います。申請方法は、領収書の原本、

予防接種の記録がわかるもの（母子健康手帳など）を健康増進課（保健センター）へ持参の上、申請をお願いします。

※ワクチンを２回接種した場合や家族内に対象児が複数いる場合は、助成期間内であれば、１度にまとめて申請可能です。
▽助成期間　接種期間 10 月１日（金）～ １月 31 日（月）
　　　　　　 申請期間 10 月１日（金）～ 3 月 31 日（木）

！　　 他の予防接種との接種間隔について
・新型コロナワクチンを接種する前後は、原則として 13 日以上の間隔をおいてください。（２週間後の同じ曜日以降、

接種可能です。）また、新型コロナワクチンと他の予防接種を同時に受けることはできません。

・新型コロナワクチン以外のワクチンとの接種間隔に関して規定はありません。また、同時接種については医師が必要

と認めた場合に行えます。
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10 月 6 日（水）全国一斉情報伝達試験を実施します
第２回全国瞬時警報システム

問 総務企画課　防災係　☎９２－７９１５

地震・津波・武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警

報システム（Ｊ―アラート）を用いた試験で、基山町以外の地域でも、試験が行われます。

　基山町では、全国瞬時警報システム（Ｊ―アラート）から送られてくる国からの緊急情報を、町民の皆様へお

伝えするために、防災行政無線の放送による情報伝達試験を実施します。試験放送の実施につきまして、ご理

解とご協力をお願いします。

▽ Ｊ
ジェイ

－アラートとは
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星などを活用して、瞬時に地

方公共団体及び住民に伝達するシステムです。

▽試験実施日時
　10 月 6 日（水）午前 11 時頃

▽試験放送内容
　防災行政無線のスピーカーから、
　右記の内容が一斉放送されます。

❶ 上りチャイム音
❷ 「これは、Ｊ

ジェイ
－アラートのテストです」

　※３回繰り返す
❸ 「こちらは基山町です。」
❹ 下りチャイム音

基山町会計年度任用職員（教育支援センター職員）を募集します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

　町では、令和３年 11 月１日付け採用の会計年度任用職員を募集します。任期は、令和３年 11 月１日から令
和４年３月 31 日までです。
　希望される方は、写真を貼った基山町会計年度任用職員任用申込書又は、市販の履歴書に必要事項を記載の上、
教育学習課（役場 2 階）へ提出してください。（郵送可）
▽勤務内容
　小中学生に簡単な学習支援を行う・児童生徒及び保護者との教育相談

▽応募要件
　応募にあたって性別・住居要件については不問ですが、未成年者や次のいずれかに該当する人は応募できません。
　・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
　・基山町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過していない人
　・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
　　又はこれに加入した人

▽採用方法
　申込み後は、書類選考又は面接を行い、任用します。地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、
採用後１か月を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。

▽休日 週休日（原則として土・日曜日）、祝日、年末年始

▽各種保険
　任用期間や勤務時間等の一定の条件を満たす場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。町の非常勤職員の
公務災害補償制度が適用されます。

▽申込み締切日　 10 月 15 日（金）必着

募集
職種 募集人員 資格要件 業務内容 勤務時間等 報酬等 勤務先

一般
事務 1 名

1 年以上教育機関
に従事したことが
ある方

教育支援センターに訪
れる子どもの対応、学
校との連絡調整、保護
者対応等

午前９時～
午後５時

（うち休憩 1 時間）

6,740 円～
6,950 円 / 日

教育学習課
基山町保健センター

申




